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子ども

【受付】月～土曜日：18:00～翌8:00/日曜日・祝日・
 年末年始（12月31日～1月3日）：8:00～翌8:00

4 5



6

、くるみ 8

8

8

7



8 9



10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



20 21



22 23



24 25



26 27



28 29



30 31



32 33



34 35



36 37



育児・介護休業法が令和3年に改正されました。
これを機会にあなたの勤務先の制度を確認してみましょう。
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・子どもが1歳（一定の場合は最長で2歳）に達するまで（父母ともに育児休業
を取得する場合は、子どもが1歳2か月に達するまでの間の1年間（〈パパ・
ママ育休プラス〉）の育児休業の権利を保障
・分割して2回取得可能（令和4年10月1日～）
※一定の要件を満たした有期契約労働者も取得可能

・主に男性労働者を対象に、子どもの出生後8週間以内に最長4週間までの
育児休業の権利を保障
・分割して2回取得可能（まとめての申し出が必要）
・労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能（労使協定を締結している場合
に限る）

出生時育児休業
（産後パパ育休）

（令和4年10月1日～）

最　長（　　　）日間まで

・

・

・

・

・

・

・

39



40

https://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/

妊娠、出産、各種手当、教育・保育サービス、

親子で遊べる場所や、子育て相談窓口など、

子育て支援に関する総合情報を分かりやすく掲載。

皆さんの子育て生活に、どうぞお役立てください。

姫路市子育て応援サイト

発行：令和6年（2024年）3月




